
 

 

○京都府立大学生コンプライアンス指針 
                                       
 

１ コンプライアンスの意義 

（１）コンプライアンスとは 

「法令」だけでなく、組織で定められたルールに加え、社会規範（社会の良識、倫理）を尊重し、 

遵守することを含む幅広い概念です。  

 
※法人のコンプライアンス推進規程の定義では、「法人の役員及び教職員が法人の業務遂行において法令

（法人における 規則、規程、要綱等を含む。）を遵守するとともに、高い倫理観に基づき良識ある行動

をとること」とされ、教職員等には、「学生、大学院生等で、大学の研究等に参画している者」を含むも

のとしています。 

 

（２）コンプライアンスの重要性 

    現代社会にあっては、どの組織・団体にあっても、コンプライアンスは極めて重要な意味をもっ

ています。 

コンプライアンスに反する事が、社会的信用を傷つけ、その組織の存続にも影響する重大な局

面を招く事態となることも多々あります。企業にあっては、賠償責任や資金確保等も含めた多大

な影響が発生し、倒産につながる事もあることから、コンプライアンスを社員に徹底させること

は、企業の生命線とも言える組織運営の根幹に関わる事項となっています。 

個人にとっては、違反の状況に応じて社会や組織から厳しいペナルティが課せられ、また安全

に関わる規定等への違反が、生命・身体の安全を脅かすことにもつながります。 

将来、社会に出て、組織等の構成員として活躍していく学生にとっては、学生生活を送る中で

コンプライアンス意識を高めていくことが大切と考えています。また、コンプライアンスは、様々

なリスクから身を守り、また、万一違法・不当なことに巻き込まれた場合にも適切に対応すると

いう意味合いもあり、この点からも自らの問題として学生一人ひとりがしっかりと理解を深めて

いくことが必要です。 



 

 

 ２　コンプライアンスの体系

 (1) コンプライアンスの種類

     法人及び大学で規定する規則・規程等のうち、学生に関係する代表的なものを示しています。

      ※教職員には大学組織の構成員として守るべきルールがこれらとは別に就業規則などで定められています。
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京都府公立大学法人の規則・規程等

＜情報システムに関する事項＞

京都府立大学学生寄附募集に関する規程

教職員が適切な研究活動を行うための行動規範（科学者の責務、公正な
研究、法令の遵守等）を定めたもの

京都府公立大学法人反社会的勢力への対応に関
する規程

公的研究費について､適正に運営管理するために必要な事項を示し､研究
活動の不正行為や研究費の不正使用の防止を図るもの

外部機関等からの委託を受けて行う研究に関する取扱いについて必要な
事項を定めるもの

京都府立大学学生細則

京都府立大学附属図書館規程

京都府立大学学生が行う掲示等に関する規程

京都府立大学学生集会規程

京都府立大学学生団体規程

＜研究活動に関する事項＞

学生が本学の内外において行う集会及びその他の団体活動について定め
たもの

外部機関等と共同研究を行う場合の取扱いについて必要な事項を定める
もの

研究成果有体物の適正な管理等を図るため、その取扱い等に関する事項
を定めるもの

組換えＤＮＡ実験を計画し、実施する際に遵守すべき安全確保に関する
基準等を示すもの

情報セキュリティの確保と円滑な情報システムの利用に関する事項を定
めるもの

＜懲戒に関する事項＞

京都府立大学学生懲戒規程

京都府立大学情報システム利用規程

☆　研究等に参加する学生・大学院生などに遵守が求められているもの

学生の懲戒に関し必要な事項を定めたもの

学生が本学の内外において活動を行うために結成する団体については、
毎年所定の届け出、報告を行う等の手続きを定めたもの

学生が本学の内外において寄附を募集しようとするときは届け出、報告
を行う等の手続きを定めたもの

国の研究不正行為対応等のガイドラインなどに基づき、不正行為を防止
するために必要な事項を定めるもの

人間を対象とする調査・研究に対して、国の倫理指針の外、国際的な規
範、規約、条例及び学会が定める諸規程を遵守することを求め、これに
関する必要な事項を定めるもの

＜学生のキャンパス生活全般に関する事項＞

学生の守らなければならない事項を定めたもの

図書館の利用に関する手続き等を定めたもの

学生が本学の内外において行う掲示、印刷物、立看板等を用いて行う広
告等の取扱について定めたもの

京都府立大学の規則・規程

京都府立大学における研究活動に関する行動規範
について（学長通知）

京都府立大学における研究活動上の不正行為等へ
の対応に関する規程

京都府立大学における人を対象とする研究に関す
る倫理規程

法人におけるコンプライアンスの推進を図るため、倫理規程の推進とと
もに、必要な事項を定めるもの

反社会的勢力に対する基本方針を示すとともに一切の関係を排除するた
めの組織体制その他の対応に関する事項を定めるもの

教職員等がした発明の取扱いについて必要な事項を定めるもの

京都府公立大学法人コンプライアンス推進規程

教職員等の職務発明に関する規程

京都府立大学における公的研究費に係る不正防止
対策に関する規程

京都府立大学受託研究取扱規程

京都府立大学共同研究取扱規程

京都府立大学研究成果有体物取扱規程

京都府立大学組換えＤＮＡ実験規程



 

 

（２）主な規程等内容 

  ◆全般的なもの 

  ① 京都府公立大学法人コンプライアンス推進規程（平成２０年１０月１６日）                      

https://www.kpu-m.ac.jp/corporation/files/31070.pdf 

法令の遵守や高い倫理観に基づく良識ある行動を求めるもの 

・学生、教職員等の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える違法行為等を規定 

（コンプライアンスの趣旨を深く認識し、常に教育・研究の発展に寄与するよう努めなけれ 

ばならない。） 

      ・違法行為が発生した場合の通報窓口やその処理及び不利益な取扱いの禁止等を併せて規定 

 

  ② 京都府立大学学生細則（平成２０年４月１日） 

       https://www.kpu.ac.jp/media/640.pdf 

   ・学則に基づく学生の守らなければならない事項について規定 

   ・保証人の確保、誓約書、学生証、留学、退学、停学など各種の手続きや学内諸規程に遵守などを

規定 

 

③ 学生便覧（入学年度毎に作成） 

   ・大学の理念、学年暦、大学概要、履修案内（科目の履修、授業、試験に関することなど）、学生

生活案内（諸手続・証明等）及び諸規程等について記載 

   ・「学生生活案内」には、学生生活における留意事項について、きめ細かく記述（授業料減免、奨

学金、健康管理、学生相談、学内での飲酒全面禁止、薬物乱用防止、自転車等の安全利用など） 

 

 ◆研究活動等（担当教員と併せて研究に参画する学生にも次のことが求められています） 

① 京都府立大学における研究活動に関する行動規範について（平成２７年４月１日学長通知） 

   https://www.kpu.ac.jp/media/koudoukihan20150401.pdf  

   ・教職員が適切な研究活動を行うための行動規範（科学者の責務、公正な研究、法令の遵守等）を

定めているもの。 

② 京都府立大学における人を対象とする研究に関する倫理規程（平成 20年京都府立大学規程第 14号） 

https://www.kpu.ac.jp/media/614R62.pdf 

・人間を対象とする研究に対して、ヘルシンキ宣言の精神に則り、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に

関する倫理指針等の国際的に認められた倫理規程等を研究者が遵守することを求め、必要な事項

を規定 

③ 京都府立大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程 

（平成２５年度京都府立大学規程第１号） 

https://www.kpu.ac.jp/media/kenkyukatsudoufuseitaiou20210915.pdf 

・国の研究不正行為等のガイドラインに基づき、不正行為を防止するために必要な事項を規定 

・ねつ造、改ざん、盗用、二重投稿等、研究活動上の不正行為等を規定 

・不正行為等に関する相談、通報及び告発に対応する受付窓口や調査委員会の設置などの手続等

を併せて規定 

④ 京都府立大学における公的研究費に係る不正防止対策に関する規程 

（平成２７年京都府立大学規程第３号） 

https://www.kpu.ac.jp/media/koutekikenkyuhifuseibousikitei20211117.pdf 

・公的研究費について、適正に運営・管理するために必要な事項を示し、研究活動の不正行為や

研究費の不正使用の防止を図る 

・最高責任者、統括責任者、コンプライアンス推進責任者等の責務を明確にし、ルールの明確

化、統一化を図るとともに、相談、通報及び告発の窓口を設置 

・不正防止計画の策定や監査の実施等について明記 

https://www.kpu-m.ac.jp/corporation/files/31070.pdf


 

 

 （その他関連する法人・大学規程等） 

○ 京都府立大学受託研究取扱規程 

○ 京都府立大学共同研究取扱規程 

○ 京都府立大学研究成果有体物取扱規程 

○ 教職員の職務発明に関する規程 

○ 京都府公立大学法人知的財産ポリシー 

○ 京都府公立大学法人利益相反ポリシー 

○ 京都府公立大学法人臨床研究利益相反指針 

  
◆情報システムに係るもの 

   京都府立大学情報システム利用規程（平成 20年京都府立大学規程第 62号） 

   ・情報システム利用者の遵守事項、手続き、禁止事項を規定 

https://www.kpu.ac.jp/media/662.pdf 
 

◆違反者への措置に係るもの 

 京都府立大学学生懲戒規程（平成２７年４月１日） 

    ・学生の懲戒に関する必要な事項を規定 
   https://www.kpu.ac.jp/media/681R.pdf 

   （懲戒の対象とする行為） 

    ・犯罪行為 

    ・重大な交通法規違反行為 

    ・学生、教職員等に対する暴力行為 

    ・施設及び整備を不正に使用する行為 

    ・試験等における不正行為 

    ・ハラスメント行為 

    ・研究活動及び情報に関する不正行為 

    ・学生の学修、研究及び教職員の教育研究活動等の正当な活動を妨害する行為 

    ・本学の名誉を著しく損傷する行為 

    ・その他学生の本分に反する行為 

   （懲戒の種類） 

    ・退学  学生としての身分を剥奪 

    ・停学  一定期間、学生の教育課程の履修及び課外活動等を停止 

         （無期又は１箇月以上６箇月以下の有期） 

    ・訓告  学生の行った行為を戒め、将来にわたってそのようなことがないように注意 

   （説諭） 

    ・説諭  学生の行為が懲戒に相当しないと判断した場合、学生に説諭を行う。 

         （学長説諭、学生部長説諭） 

※ 懲戒処分を受けると、授業料減免、奨学金等が取り消されるなど不利益が発生します。 

 
３ コンプライアンスの推進に向けて 

（１）コンプライアンス推進のポイント 

● コンプライアンスの趣旨の理解 

 コンプライアンスは、ただ「何か決められたものを守る」、「マニュアル通りにする」ということで

はありません。規則等で行動をがんじがらめに縛るということが重要ではなく、ルールの目的や考え

方、その背景にある社会的なニーズまで含めた理解が重要です。 

 「ルールがないから許される」あるいは「決まりがないから不合理なものでも守り通す」、こうし

た考え方は、目的と手段を混同しているものであり、コンプライアンスの趣旨にそぐわないと考えら

れます。 

 自らの身を守り、安全で快適なキャンパスライフ送るため、学生一人ひとりがコンプライアンスの

認識を深め、行動していくことが何より大切なポイントです。 



 

 

 （２）特に留意すべき事項（日常のキャンパスライフを安全快適に過ごすために） 

     コンプライアンスは多岐にわたります。府立大学でも近年コンプライアンスに関連する様々な

事案が発生しています。懸念される事項を次に掲げますので、十分留意してください。 

① 飲酒（アルコール）に関して 

・学生が急性アルコール中毒で死亡する悲しい事故が本学で起こっています。お酒は嗜好品です

が、時として尊い命を奪う危険もあるということを胸に刻んでください。 

・大学は学業、研究の場であることから、敷地内における飲酒をすべて禁止しています。 

・学外において、クラブ・サークル等で酒席を設ける場合は、次の点を守ってください。 

ア 「未成年者飲酒禁止法（この法律では未成年者は満２０歳未満の者）」、「道路交通法」を踏

まえ、２０歳未満の者及び自転車・自動車等を運転することとなるおそれがある者は、絶対

に飲酒しない・させない。 

イ イッキ飲みなどの、危険な飲み方をしない・させないことはもとより、飲酒しない人に飲

むように勧めることもしない。 

ウ 飲酒しない人のために必ずソフトドリンクを用意するなど、飲酒しない人に配慮する。 

② 喫煙に関して 

・「未成年者喫煙禁止法（この法律では未成年者は満２０歳未満の者）」によって２０歳未満の喫

煙が禁じられていますので、学内外を問わず、喫煙してはいけません。 

なお、本学では、「健康増進法」を踏まえて敷地内全面禁煙化に取り組んでおり、昼休みを

除く授業時間帯（８：５０～１７：４０）を禁煙としています。 

  ③ 薬物（ドラッグ）等に関して 

・「麻薬及び向精神薬取締法」「覚せい剤取締法」「大麻取締法」「あへん法」「毒物及び劇物取締

法」「医薬品医療機器法（危険ドラッグ）」により、使用・所持・譲渡等が禁止されている薬物

には、十分に注意してください。これらは隠語で呼ばれることが多く、時にはサプリメントだ

というような説明をされることもあります。国や自治体による情報サイトや配付資料から、正

確な知識を得るよう心がけてください。 

法律で禁止されていない薬物についても、違法薬物と同様に、健康に取り返しのつかないダ

メージを与えたり、命に関わるトラブルを生じさせたりする恐れがあります。出所のはっきり

しない物質については、それが医薬品、飲食物その他どのような形態であっても、摂取しない

ことが大切です。たとえ親しい人から強く勧められても、きっぱり断ってください。 

④ 自転車・バイク等の安全利用及び交通事故等の防止に関して 

・自転車事故に関して、大けがをしたり他人にけがを負わすなどで損害賠償を求められるケース

が発生しています。保険に未加入のため多額の負担に耐えられず、退学を余儀なくされる事態に

至った場合もあります。 

・自転車も含め車両の運転に関しては、交通法規の遵守はもちろんのこと、安全運転、交通マナ

ーの向上に心がけ、交通事故等の防止に努めてください。 

・とりわけ飲酒運転を根絶するため、飲酒運転防止の取り組みを強化するとともに、飲酒運転は

絶対に行わない・行わせないことを改めて徹底しなければなりません。自転車での飲酒運転につ

いても法律で禁じられおり、直ちに厳しいペナルティが課されます。 

・教育、研究の場にふさわしい環境を維持するために、構内の通行規制を守るとともに、秩序あ

る駐輪・駐車をするように心懸けてください。 

⑤ 定期試験等での不正行為に関して 

・試験は日頃の学習の成果を正しく反映させることによって、自己の正しい評価を理解し、今後

の学習に役立てていくための大切な機会となるものであり、試験の際の不正行為は、教員の行う

成績評価を誤らせるだけでなく、自分自身に対しても自己の能力を見誤る結果に繋がる重大な

背信行為です。このことから、定期試験等においては、その都度不正行為の禁止等について掲示

しているところですが、残念ながら毎年、不正行為が繰り返し発生しております。定期試験等で

カンニング、答案用紙のすり替え、身代わり受験、電子機器の不正使用、その他試験監督者等の

指示に従わないなど、不正行為は絶対に行わないことが重要です。 



 

 

・不正行為の事実が認められた場合は、学生便覧等で周知しているとおり、懲戒処分その他厳正

な措置が大学として行われるとともに、当該学期の全履修科目が不合格となるので、絶対に不正

行為は行わず、正当な態度で定期試験等に臨むようにしてください。 

⑥ ＳＮＳ等による人権侵害に関して 

・ＳＮＳ等はコミュニケーションの輪を広げ、自由自在に情報の入手や発信ができる便利なも

のですが、悪用行為も増えてきています。他人への中傷や侮蔑、無責任な噂、特定の個人のプラ

イバシーに関する情報の無断掲載、差別的な書き込みなど、人権やプライバシー侵害につながる

事例が生じています。ＳＮＳ等の特性を十分理解し、常に人権を尊重した利用をすることが必要

です。特に、違法性のある投稿や人間関係のトラブルに繋がるような書き込みなどについては、

状況に応じ、大学から必要な指導を行い、また、懲戒の検討を行うこともあります。 

⑦ ＩＴ等不正使用、本学の情報システム利用等に関して 

・ＩＴ機器の使用に当たっては、進化を続けるサイバー攻撃などに対して、被害者にも加害者に

もならないよう、情報セキュリティに対して正しい意識と知識を持つことが必要です。自分の

ＩＤやパスワードはしっかりと管理し、他人に絶対に使用させないことなど情報セキュリティ

の重要性に特に配慮してください。 

⑧ ハラスメントの防止に関して 

・ハラスメントには、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメン

トなど様々なものがあります。このハラスメントへの対応として、学内にハラスメント防止対策

委員会を設置し、本学教職員から選出された学内ハラスメント相談員を配置しています。ハラス

メント相談員は、相談者の話をよく聞き、解決策について一緒に考え、その実現の手助けをしま

す。また、学生自身がハラスメントを行う立場にも受ける立場にも置かれることがありますが、

「自分一人ではうまく問題に対処できない時」「身近な人に話す事ができない時」には、一人で

悩まず相談員に連絡してください。相談員については、本学ホームページを参照ください。な

お、学生相談室でも相談を受け付けています。 

⑨ 障がい学生への支援に関して 

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏まえて、本学では教職員をはじめ、

学生への法の周知を行うとともに、合理的配慮が行えるよう体制整備を図っております。具体的

には、「京都府立大学障がい学生支援委員会」を置いて、委員会に「学習支援室」を設置し、相

談や支援等を行っています。 

⑩ その他（企業等との共同研究等における守秘義務など） 

・学生は、学年が進むと、教員が行う企業や研究機関との共同研究等に携わる場合があります。

一方、企業等との共同研究契約等については、研究の内容や成果、また、契約の存在・企業名を

秘密とすることなどが記載されていることがあります。 

共同研究等に携わる場合は、関係教員に秘密保持が必要でないか内容を確認し、守秘義務が課

せられているときは情報漏洩等がないようにしてください。（誓約書の提出が必要な場合があり

ます。） 

（３）日々変化するコンプライアンス 

コンプライアンスに関係する法令は無限にあり、これらは社会情勢に応じて変化していきます。

事件が起これば、それを契機にルールが変わり、解釈が変わることもありえます。 

府立大学では、コンプライアンスに関わる諸情報について、常にアンテナを張り、学生が遵守すべ

き事項等について、適宜、注意喚起を行い、また、法令等の制定に応じ、学生が遵守すべき学内ルー

ル等を適宜見直していきます。 

 

 

 

 



 

 

＜参考＞ 近年のコンプライアンス関係法令等 （例） 

◎ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（いわゆる「障害者差別解消法」） 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000065 

 

施行日 平成 28年４月 1日 

主旨 

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や行政機関等及び民間事業者に

おける障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定め、すべての国民が障がい

の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現につなげることを目的としています 

 

① 障がい者に対する不当な差別的取扱いの禁止 

② 合理的配慮の提供（障がいによる社会的障壁を周りのサポートや環境調整によって軽減する 

ための配慮） 

 

    法人、大学の関係規程等 

    ・京都府公立大学法人における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

・京都府立大学障がい学生支援委員会規程 

 

◎ 京都府公立大学法人反社会的勢力への対応に関する規程 

  https://www.kpu-m.ac.jp/corporation/files/30414.pdf 

 

  制定日 平成 29年 10月 1日 

  主旨 

反社会的勢力に対する基本方針を示し、一切の関係を排除するための組織体制ほか対応に関 

する事項を定め、学生等の安全の確保等を目的としています。不当要求等を受けた場合は、速や 

かに学生部長に報告・相談してください。 

 

① 関係を持たない事や不当要求等を拒絶する事など反社会的勢力への対応に関する法人の基 

本方針を規定 

② 契約を締結するときは、相手方が反社会的勢力でない事を事前確認する手続等を規定 

③ 教職員、学生等が不当要求等を受けた場合や事実を知った場合の所属長への報告等義務を規 

定 

④ 本規程と併せ、次の規程の一部（第７条の２）を改正し、教職員の反社会的勢力との関係に 

係る禁止行為等を規定 

・京都府公立大学法人教職員倫理規程 

http://www.kpu-m.ac.jp/corporation/files/26704.pdf 

 

◎ 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例 

  https://www.pref.kyoto.jp/kotsuanzen/1190865882220.html 
     

施行日等 

平成 19年 10月 16日公布・施行 

（自転車同乗未就学児のヘルメット着用義務（第 12条第 1項）及び自転車安全利用情報説明制 

度（第 13条、第 16 条及び第 17条）に関する規定は平成 20年 4月 1日施行、平成 29年 7月に 

自動車保険加入義務化等、令和 3年 3月に自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限の見 

直しのため一部改正） 

主旨 

 自転車の安全な利用の促進に関し、自転車を利用する者その他の主体の責務と役割を明らかに

https://www.kpu-m.ac.jp/corporation/files/30414.pdf
https://www.pref.kyoto.jp/kotsuanzen/1190865882220.html


 

 

するとともに、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、自転車に

関する事故の防止、自転車の秩序ある利用の推進及び自転車を安全かつ快適に利用できる環境の

形成に寄与することを目的としています。 

 

① 自転車利用者が遵守励行すべき事項を規定 

② 自転車安全利用推進員の設置 

③ 自転車同乗未就学児のヘルメット着用義務化 

④ 自転車保険の加入義務化 

       ※自転車事故が思いもよらない悲惨な結果を招きかねない事（多額の賠償責任に堪えられず、 

退学した学生（京都市内大学）の例もあり）などから、すべての利用者に自転車保険の加入 

義務が課せられています。平成 30年 4月からは自転車保険へ加入することが求められていま 

すので、自転車を利用する学生は、必ず自転車保険に加入してください。 

  （関連条例） 

京都市自転車安心安全条例 

https://en3-jg.d1-law.com/kyoto/d1w_reiki/H422901010032/H422901010032_j.html 

 

（４）推進体制（具体的な相談に関しての窓口） 

 府立大学では、問題となるケース、内容に応じて、次のような窓口を設け、学内委員会等を整備し

ています。 

問題となる事態が発生した時、発生を知った時は、学生は状況を一人で抱えず、先ずは担当教員等

然るべき者に連絡・相談を行い、また、できる限り早く、窓口に相談するようにしてください。 

 府立大学では、問題となる事案が発生した場合は、速やかに事実を確認し、迅速に対応措置を講じ

るとともに、府民の信頼を損ねかねない重要事案については、必要な情報を開示し、説明責任を尽く

すことを基本に対応していきます。 

 また、発生した事案の再発防止のための措置を組織的に講じ、将来、絶対に繰り返さないための確

たる取組を徹底していきます。 

  
【推進体制および相談窓口】 

（学内） 

事  項 所管委員会等 相 談 窓 口 

・悩みや不安などの 

「相談窓口」 

・臨床心理士による 

「カウンセリング」 

・精神科医による 

「心の健康相談」  

学生部委員会 

学生相談室 

電 話：075-703-5901   

E-mail：soudan@kpu.ac.jp 

学務課 学生支援係 

電 話：075-703-5124  FAX：075-701-2474 

E-mail：gakuseik@kpu.ac.jp 

ハラスメント 
ハラスメント防止 

対策委員会 

ハラスメント相談窓口（府大ＨＰ） 

https://www.kpu.ac.jp/guidance/efforts/inquiry/harassment/ 

障がい学生支援 
障がい学生支援 

委員会 

学習支援室 

電 話：075-703-5196   

E-mail：gakuseik2@kpu.ac.jp 

学務課 学生支援係 

電 話：075-703-5124  FAX：075-701-2474 

E-mail：gakuseik@kpu.ac.jp 

人権 人権委員会 

総務課 総務係 

電 話：075-703-5102  FAX：075-703-5149 

E-mail：kikacho@kpu.ac.jp 

研究活動上の不正行為 

公的研究費の不正使用 
調査委員会 

企画・地域連携課 

電 話：075-703-5147  FAX：075-703-4979 

E-mail：kikaku@kpu.ac.jp 

情報システム 

（運用・利用） 

全学情報システム 

運営委員会 

企画・地域連携課 情報担当 

電 話：075-703-5904   

E-mail：netsect@ml.kpu.ac.jp 

 

https://en3-jg.d1-law.com/kyoto/d1w_reiki/H422901010032/H422901010032_j.html


 

 

 
（法人） 

公益通報者保護法に基づき、教職員等（研究等に参画する学生・大学院生等）が法人に直接、通報でき 

る内部通報制度が設けられています。通報者は、通報を理由に、いかなる不利益な取り扱いも受けること 

はありません。 

教職員等からの内部通報 

（公益通報制度） 

京都府公立大学

法人コンプライ

アンス委員会 

■京都府公立大学法人本部総務室 

電話：075-212-5409 

FAX：075-212-5459 

E-mail：soudan@koto.kpu-m.ac.jp 

■外部調査員 

西田祐馬法律事務所 弁護士 西田 祐馬 

〒604-0931  

京都市中京区二条通河原町西入榎木町 91-2 

二条スカイビル 401 

FAX：075-254-7905 

※外部調査員には FAXまたは書面で通報してください。 

 


